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内閣総理大臣殿
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Ｌ
，
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日

法務大

下記のとおり人事異動を実施したいので， 閣議の上，発令方願います。

なお，本件は，検事総長樋渡利秋の退官に伴い， その後任に東京高等検察庁

検事長大林宏を， その後任に広島高等検察庁検事長笠間治雄を， その後任に最

高検察庁検事藤田昇三を，大阪高等検察庁検事長中尾巧の退官に伴い， その後

任に高松高等検察庁検事長柳俊夫を，その後任に京都地方検察庁検事正梶木壽

を，仙台高等検察庁検事長増田暢也の退官に伴い，その後任に東京地方検察庁

検事正岩村修二をそれぞれ充てようとするものであります。

記

東京高等検察庁検事長 検事長 大林 宏

検事総長に任命する

最高検察庁検事 検 事 藤田昇三

京都地方検察庁検事正 検 事 梶木 壽

東京地方検察庁検事正 検 事 岩村修二

検事長に任命する

検事総長 樋渡利秋

大阪高等検察庁検事長 検事長 中尾 巧

仙台高等検察庁検事長 検事長 増田暢也

願に依り本官を免ずる

(平成22年6月17日付け）

’
|法務省’
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勝履渥

ヒワタリ トシｱキ ・

樋渡利秋

昭和20年8月4日生

出身地兵庫県

東京大学法学部卒

司法修習生

昭和43年3月

昭和43年4月

・ 発令日 ・

昭和45年4月8日

昭和46年3月25日

昭和48年3月23日

･昭和50年3月24日．

昭和53年3月24日

昭和53年12月25日

昭和55年12月25日

昭和58年8月15日

昭和61年3月25日

平成4年4月1日

平成4年4月3日．

平成7年4月5日

平成9年6月4日・

平成9年7月7日

平成11年6月25日

平成11年7月1日

平成11年7月27日‘

平成13年7月1日

平成13年12月1日

平成14年8月1日

平成16年6月25日

平成18年6月30日

平成18年12月18日

平成20年7月1日、

・ 所 属

東京地検検事

松山地検検事

東京地検検事

宇都宮地検検事

東京地検検事

外務大臣官房領事移住部

東京地検検事

札幌地検公安部長

東京地検検事

東京高検検事

司法研修所教官，

法務大臣官房審議官（入国管理局担当）

最高検検事

大分地検検事正

法務大臣官房総務審議官

内閣審議官

司法制度改革審議会事務局長

司法制度改革推進準備室長

最高検総務部長

法務省刑事局長

法務事務次官

広島高検検事長

東京高検検事長

検事総長 ： ．
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ナカオタクミ

中尾 巧出身地大阪府

昭和22年9月26日生

昭和45年3月

昭和45年4月

関西大学法学部卒
ゆむ

司法修習生

発令日

昭和47年4月.11日

昭和48年明23日

昭和50年3月24日

昭和52年3月25日

昭和54年明26日

昭和57年3月25日

昭和59年3月26日

平成1年3月28日

平成2年4月． 1日

平成4年4月1日

平成5年7月2日

平成6年12月5日

平成7年7月3旧

平成8年12月:3日．

平成9年9月17日

平成10年4月3日

平成12年4月5日

平成12年12月19日

平成14年8月1日

平成17年4月1日

平成18年5月8日

平成19年7月10日
平成21年1月16日

所 属

東京地検検事

広島地検検事

長野地検検事

大阪地検検事

大津地検検事

神戸地検検事

大阪地検検事

》

法務省訟務局参事官

法務省訟務局租税訟務課長

大阪地検検事

神戸地検公判部長．

神戸地検刑事部長

大阪地検総務部長

大阪地検刑事部長

大阪高検刑事部長

大阪地検次席検事

金沢地検検事正

法務省入国管理局長

大阪高検次席検事

大阪地検検事正

札幌高検検事長

名古屋高検検事長

大阪高検検事長

芦
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内閣総理大臣菅 直人殿

仙台高等検察庁

検事長

退 官 願
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増田暢也出身地千葉県

昭和22年10月30日生

昭和46年3月
●

昭和47年4月

中央大学法学部卒

司法修習生

発令日

昭和49年4月12日

昭和50年3月24日

昭和53年3月24日

昭和56年3月25日
● e

昭和59年8月15日

平成2年4月1日

平成5年4月1日

平成7年4月1日

平成11年1月18頁

平成12年4月5日

平成13年11月15日

平成14年8月1日

平成16年9月10日

平成17年蜆1日

平成18年8月25日

平成20年7月1日

平成21年1月16日

所 属

東京地検検事．

青森地検検事 、

東京地検検事

千葉地検検事

東京地検検事

福岡地検小倉支部検事

東京地検検事

東京高検検事 、

東京地検公判部長 ・

千葉地検次席検事．

最高検検事 ，

法務省入国管理局長

最高検公判部長

大阪高検次席検事 ，

千葉地検検事正

横浜地検検事主

'仙台高検検事長

」
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